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・
報
酬
明
細
書

②
営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
や
不
動

産
所
得
の
あ
る
方

・
収
支
内
訳
書

③
配
当
所
得
の
あ
る
方

・
配
当
な
ど
の
支
払
通
知
書

④
一
時
所
得
、
譲
渡
所
得
な
ど
の
あ
る
方

・
支
払
明
細
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
の
書

類
⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

・
医
療
費
の
明
細
書
（
集
計
表
）

・
医
療
費
の
領
収
書

・
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分

か
る
書
類

⑥
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、

地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
方

・
各
種
保
険
料
の
払
込
（
控
除
）
証
明
書

⑦
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方

・
住
民
票
の
写
し

・
家
屋
の
登
記
簿
謄
本
な
ど

・
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
証
明
書

・
家
屋
の
売
買
契
約
書
ま
た
は
建
築
工
事

請
負
契
約
書
の
写
し

⑧
雑
損
控
除
を
受
け
る
方

・
り
災
証
明
書

・
被
害
資
産
の
内
容
・
状
況
な
ど
の
分
か

る
も
の

・
被
害
資
産
の
取
り
壊
し
費
用
な
ど
の
明

細
と
領
収
書

・
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分

か
る
書
類

⑨
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
方

・
特
定
寄
附
金
な
ど
の
受
領
書

※　

収
支
内
訳
書
や
医
療
費
の
集
計
表
は

事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
会

場
の
職
員
が
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※　

税
金
の
還
付
は
、
申
告
者
本
人
名
義

の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
振
込
先

の
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
用
意
し
て

く
だ
さ
い
。

☆　生命保険料控除の対象に新たに介護医療保険料が加わりました。
①平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る控除額
　一般の新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除適用限度額はそれぞれ４万円で、
適用限度額の合計額は１２万円です。

②平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（旧契約）に係る控除額
　一般の旧生命保険料、旧個人年金保険料の控除適用限度額はそれぞれ５万円で、適用限度額の合
計額は１０万円です。

③新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
　新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける
場合には、前記①または②にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額
は、それぞれ次に掲げる金額の合計額（上限４万円）となります。
イ　新契約の支払保険料の合計額につき、前記①により計算した金額
ロ　旧契約の支払保険料の合計額につき、前記②により計算した金額

☆　介護福祉士が診療の補助として行う喀痰（かくたん）吸引等に係る費用（平成２４年４月１日以後に
支払ったもの）も医療費控除の対象となります。

平成 ２ ４ 年分所得税控除の主な改正点

　医療費控除として所得から差し引かれるのは、平成
２４年中に実際に支払った医療費から保険などで補てん
される額を引き、残った金額から１０万円または総所得
金額等の５パーセントのいずれか少ない額を差し引い
た残りの金額です。
　計算式は、次のとおりです。

控除額（限度額２００万円）
　＝（支払った医療費の合計額－保険などで補てんさ

れる額）－１０万円または総所得金額等の５パーセ
ントのいずれか少ない額

次のような費用は医療費控除の対象になりません

・医師などに対する謝礼
・健康診断や美容整形の費用
・疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品
の購入費

・親族に支払う療養上の世話の費用
・治療を受けるのに直接必要としない近視や遠視の眼
鏡の購入費

・通院のための自家用車のガソリン代、分べんのため
実家へ帰るときの交通費

・症状からみて急を要しない場合のタクシー代

◎　医療費控除の注意事項

控除額年間の支払保険料の合計額
支払保険料等の全額 ２０,０００ 円以下
支払保険料等×１/２＋１０,０００円 ２０,０００ 円超４０,０００ 円以下
支払保険料等×１/４＋２０,０００円 ４０,０００ 円超８０,０００ 円以下
一律に４０,０００円 ８０,０００ 円超

控除額年間の支払保険料の合計額
支払保険料等の全額 ２５,０００ 円以下
支払保険料等×１/２＋１２,５００円 ２５,０００ 円超５０,０００ 円以下
支払保険料等×１/４＋２５,０００円 ５０,０００ 円超１００,０００ 円以下
一律に５０,０００円 １００,０００ 円超


